
■「エポスオーナーカード（ビジネス）規約」新旧対照表（2025年9月30日改訂）

第7条（カード利用代金等のお支払い） 第7条（カード利用代金等のお支払い）

[2] (1)リボルビング払い
締切日における商品購入代金の残高（以下「締切日元金残高」という）に対
し、以下の【ショッピングの月々のお支払額算出表】記載の金額（手数料を含
む、以下本条において「支払金」という）をお支払いいただく方法です。
手数料率は毎月の締切日元金残高に対し、実質年率 15.0%とします。

（略）
なお、締切日元金残高により、支払金が所定の支払金を下回る場合には、当
該支払金全額をお支払いいただきます。また、手数料が所定の支払金を上
回る場合には、当該手数料全額をお支払いいただきます。なお、新規カード
発行時は「標準コース」に設定されます。また、「長期コース」に変更された会
員は、「長期コース」の支払金となります。

（略）
【リボルビング払いのお支払額具体的算出例】
※標準コース（実質年率15.0％)で50,000円(税込)の購入をした場合(ただし
購入時の支払残高0円）

[2] (1)リボルビング払い
締切日における商品購入代金の残高（以下「締切日元金残高」という）に対
し、以下の【ショッピングの月々のお支払額算出表】記載の金額（手数料を含
む、以下本条において「支払金」という）をお支払いいただく方法です。
手数料率は毎月の締切日元金残高に対し、実質年率 18.0%とします。

（略）
なお、締切日元金残高により、支払金が所定の支払金を下回る場合には、当
該支払金全額をお支払いいただきます。また、手数料が所定の支払金を上
回る場合には、当該手数料全額をお支払いいただきます。なお、新規カード
発行時は「標準コース」に設定されます。また、「長期コース」に変更された会
員は、「長期コース」の支払金となります。ただし、コース変更時における元金
の残高によっては、長期コースが選択できない場合がございます。

（略）
【リボルビング払いのお支払額具体的算出例】
※標準コース（実質年率18.0％)で50,000円(税込)の購入をした場合(ただし
購入時の支払残高0円）

定額コース
本コースに変更された会員は、締切日元金残高にかかわらず、月々の支払
金が下表のとおりとなります。
「定額コース」のうち、月払額5,000円コースについては、リボ・分割・ボーナス
一括払いご利用可能枠は30万円まで、月払額10,000円コースについては、
同様に70万円まで、月払額15,000円コースについては、同様に110万円ま
で、月払額20,000円コースについては、同様に150万円まで、月払額25,000
円コースについては、同様に190万円まで、月払額30,000円コースについて
は、同様に230万円まで、月払額35,000円コースについては、同様に270万
円までとなります。ただし、コース変更時における元金の残高によっては選択
できないコースがございます。なお、手数料が所定の支払金を上回る場合に
は、当該手数料全額をお支払いいただきます。また、締切日元金残高によ
り、支払金が所定の支払金を下回る場合には、当該支払金全額をお支払い
いただきます。

定額コース
本コースに変更された会員は、締切日元金残高にかかわらず、月々の支払
金が下表のとおりとなります。
ただし、コース変更時における元金の残高によっては選択できないコースが
ございます。
（例）月払額5,000円コース：残高30万円まで選択可、月払額10,000円コース：
残高60万円まで選択可、月払額15,000円コース：残高90万円まで選択可
なお、手数料が所定の支払金を上回る場合には、当該手数料全額をお支払
いいただきます。また、締切日元金残高により、支払金が所定の支払金を下
回る場合には、当該支払金全額をお支払いいただきます。

第7条（カード利用代金等のお支払い） 第7条（カード利用代金等のお支払い）

[2] (2)分割払い
会員がご利用の都度、支払回数を指定し、お支払いいただく方法です。支払
回数は 3～36 回（支払期間は、指定の支払回数と同じ月数になります）より
指定し、分割払手数料（以下「手数料」という）は実質年率 15.0%となります。

（略）

[2] (2)分割払い
会員がご利用の都度、支払回数を指定し、お支払いいただく方法です。支払
回数は3～36回（支払期間は、指定の支払回数と同じ月数になります）より指
定し、分割払手数料（以下「手数料」という）は実質年率18.0%となります。

（略）

【支払総額の具体的算出例】
現金価格100,000円、支払期間10ヵ月の場合
（支払総額）=100,000円+100,000円×7.00円/100円=107,000円

【支払総額の具体的算出例】
現金価格100,000円、支払期間5ヵ月の場合
（支払総額）=100,000円+100,000円×4.54円/100円=104,540円

改訂前 改訂後

支払回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回

支払期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月

実質年率 - - 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

利用代金100円当たりの手数料の額 0円 0円 2.51円 3.14円 3.78円 4.42円

7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回

7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月 13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

5.06円 5.71円 6.35円 7.00円 7.66円 8.31円 8.97円 9.63円 10.29円 10.95円

17回 18回 19回 20回 21回 22回 23回 24回 25回 26回

17ヵ月 18ヵ月 19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 24ヵ月 25ヵ月 26ヵ月

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

11.62円 12.29円 12.97円 13.64円 14.32円 15.00円 15.68円 16.37円 17.06円 17.75円

27回 28回 29回 30回 31回 32回 33回 34回 35回 36回

27ヵ月 28ヵ月 29ヵ月 30ヵ月 31ヵ月 32ヵ月 33ヵ月 34ヵ月 35ヵ月 36ヵ月

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

18.44円 19.14円 19.83円 20.54円 21.24円 21.95円 22.65円 23.37円 24.08円 24.80円

支払回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回

支払期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月

実質年率 - - 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

利用代金100円当たりの手数料の額 0円 0円 3.01円 3.78円 4.54円 5.32円

7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回

7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月 13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月

18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

6.09円 6.87円 7.65円 8.43円 9.22円 10.02円 10.81円 11.61円 12.42円 13.22円

17回 18回 19回 20回 21回 22回 23回 24回 25回 26回

17ヵ月 18ヵ月 19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 24ヵ月 25ヵ月 26ヵ月

18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

14.04円 14.85円 15.67円 16.49円 17.32円 18.15円 18.98円 19.82円 20.66円 21.50円

27回 28回 29回 30回 31回 32回 33回 34回 35回 36回

27ヵ月 28ヵ月 29ヵ月 30ヵ月 31ヵ月 32ヵ月 33ヵ月 34ヵ月 35ヵ月 36ヵ月

18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

22.35円 23.20円 24.06円 24.92円 25.78円 26.65円 27.52円 28.39円 29.27円 30.15円

お支払回数 1回目 2回目

お支払い残高 50,000円 50,000円-2,384円＝47,616円

支払金
（お支払額）

3,000円 3,000円

手数料
締切日から支払日までの日数＝30日

50,000円×15.0%×30日÷※365日＝616円
※うるう年は366日

締切日から支払日までの日数＝31日
47,616円×15.0%×31日÷※365日＝606円

※うるう年は366日

商品代金充当分 3,000円-616円＝2,384円 3,000円-606円＝2,394円

支払回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回

支払期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月

実質年率 - - 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

利用代金100円当たりの手数料の額 0円 0円 2.51円 3.14円 3.78円 4.42円

7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回

7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月 13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

5.06円 5.71円 6.35円 7.00円 7.66円 8.31円 8.97円 9.63円 10.29円 10.95円

17回 18回 19回 20回 21回 22回 23回 24回 25回 26回

17ヵ月 18ヵ月 19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 24ヵ月 25ヵ月 26ヵ月

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

11.62円 12.29円 12.97円 13.64円 14.32円 15.00円 15.68円 16.37円 17.06円 17.75円

27回 28回 29回 30回 31回 32回 33回 34回 35回 36回

27ヵ月 28ヵ月 29ヵ月 30ヵ月 31ヵ月 32ヵ月 33ヵ月 34ヵ月 35ヵ月 36ヵ月

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

18.44円 19.14円 19.83円 20.54円 21.24円 21.95円 22.65円 23.37円 24.08円 24.80円

お支払回数 1回目 2回目

お支払い残高 50,000円 50,000円-2,261円＝47,739円

支払金
（お支払額）

3,000円 3,000円

手数料
締切日から支払日までの日数＝30日

50,000円×18.0%×30日÷※365日＝739円
※うるう年は366日

締切日から支払日までの日数＝31日
47,739円×18.0%×31日÷※365日＝729円

※うるう年は366日

商品代金充当分 3,000円-739円＝2,261円 3,000円-729円＝2,271円

支払回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回

支払期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月

実質年率 - - 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

利用代金100円当たりの手数料の額 0円 0円 3.01円 3.78円 4.54円 5.32円

7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回

7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月 13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月

18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

6.09円 6.87円 7.65円 8.43円 9.22円 10.02円 10.81円 11.61円 12.42円 13.22円

17回 18回 19回 20回 21回 22回 23回 24回 25回 26回

17ヵ月 18ヵ月 19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 24ヵ月 25ヵ月 26ヵ月

18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

14.04円 14.85円 15.67円 16.49円 17.32円 18.15円 18.98円 19.82円 20.66円 21.50円

27回 28回 29回 30回 31回 32回 33回 34回 35回 36回

27ヵ月 28ヵ月 29ヵ月 30ヵ月 31ヵ月 32ヵ月 33ヵ月 34ヵ月 35ヵ月 36ヵ月

18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

22.35円 23.20円 24.06円 24.92円 25.78円 26.65円 27.52円 28.39円 29.27円 30.15円



第13条　（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等） 第13条　（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等）

[1] 会員がカードの紛失、盗難等（以下「紛失等」という）で他人にカードを不正
使用された場合、そのカード使用により生じた一切の債務については、すべ
て会員の負担となります。ただし、会員が、紛失等の事実等を、紛失等が生じ
た後速やかに当社に連絡のうえ、最寄の警察または交番に届け出るととも
に、所定の届出書を当社に提出し、かつ当社がこれを認めた場合、当社に
連絡を行った日を含めて61日前以降に発生した損害については、会員の負
担とはなりません。この場合、会員は当社が必要と認める書類を当社に提出
するとともに、被害状況等の調査に協力していただきます。

[1] 会員がカードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等（以下「紛失等」という）
により他人にカードおよびカード情報を不正使用された場合、その使用により
生じた一切の債務については、すべて会員の負担となります。
ただし、会員が以下各号の手続きを行い、かつ当社が認めた場合、当社に
連絡を行った日を含めて61日前以降に発生した損害については、その負担
の全部又は一部を免除します。
なお、会員は当社が必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況
等の調査に協力していただきます。
（1）紛失等の事実を直ちに当社所定の窓口に連絡すること。
（2）カードの紛失、盗難の場合は、その事実を最寄の警察または交番に速や
かに届け出をすること。
（海外での場合は、滞在先の現地警察に速やかに届け出をすること。）
（3）当社が請求したときには、直ちに当社に対し、当社所定の届出書を提出
すること。

第13条（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等） 第13条（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等）

[2] 前項の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免
除の対象とはなりません。
（1）会員が第2条［3］に違反していることによる場合。
（2）前号の他、会員が本規約に違反している状況の中で紛失等が生じたこと
による場合。
（3）戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じたことによる
場合。
（4）会員の故意または重大な過失によって紛失等が生じ、または損害が拡大
した場合。
（5）カードが、法人会員の役員、社員その他の従業員、カード使用者の家
族、同居人、その他の関係者によって使用された場合。
（6）紛失等の申告が虚偽の場合。
（7）カード使用者の生年月日、電話番号等の個人情報が会員の責に帰すべ
き事由により漏洩したことによって、カードが他人に使用された場合。
（8）被害状況等の申告に虚偽があった場合、または正当な理由なく被害状
況の調査、負担免除の手続き等にご協力いただけない場合。

[2] 前項の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免
除の対象とはなりません。
（1）会員が第2条［3］に違反していることによる場合。
（2）前号の他、会員が本規約に違反している状況の中で紛失等が生じたこと
による場合。
（3）戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じたことによる
場合。
（4）会員の故意または重大な過失によって紛失等が生じ、または損害が拡大
した場合。
（5）カードが、法人会員の役員、社員その他の従業員、カード使用者の家
族、同居人、その他の関係者によって使用された場合。
（6）紛失等の申告が虚偽の場合。
（7）カード使用者の生年月日、電話番号等の個人情報が会員の責に帰すべ
き事由により漏洩したことによって、カードが他人に使用された場合。
（8）被害状況等の申告に虚偽があった場合、または正当な理由なく被害状
況の調査、負担免除の手続き等にご協力いただけない場合。
（9）会員が複数回にわたり、類似の紛失等による被害を繰り返した場合もしく
は類似の過失を繰り返した場合。

第13条（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等） 第13条（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等）

[3] 会員が、カード番号・有効期限等の盗用で他人に不正使用された場合、その
使用により生じた一切の損害については、すべて会員の負担となります。た
だし、カード番号等の盗用に関して、会員が[2]（1）～（8）あるいはこれに準ず
る故意または過失がないことを当社に通知し、かつ当社がこれを認めた場
合、不正使用に関する損害については、会員の負担とはなりません。

[3]

第13条（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等） 第13条（カードの紛失、盗難およびカード情報の盗用等）

[4] 偽造カードによるカード利用であることを当社が認めた場合、会員は当該
カード利用代金の支払を免れます。ただし、偽造カードの作出等に関して、
会員に［2］（1）～（8）あるいはこれに準ずる故意または過失があるときは、会
員は免責されず、支払い義務を負います。

[3] 偽造カードによるカード利用であることを当社が認めた場合、会員は当該
カード利用代金の支払を免れます。ただし、偽造カードの作出等に関して、
会員に［2］（1）～（9）あるいはこれに準ずる故意または過失があるときは、会
員は免責されず、支払い義務を負います。

改訂前 改訂後

削除



第18条（期限の利益の喪失） 第18条（期限の利益の喪失）

[2] 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・請求によ
り、本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額
をお支払いいただきます。
（1）本規約の重大な義務に違反する行為があったとき。
（2）その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
（3）カード使用者の個人カードの信用が著しく悪化したとき。
（4）第22条[1]に基づき会員が会員資格を喪失したとき。

[2] 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・請求によ
り、本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額
をお支払いいただきます。
（1）本規約の重大な義務に違反する行為があったとき。
（2）その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
（3）カード使用者の個人カードの利用に係るカード利用代金等の支払いまた
はキャッシングの返済を遅延したとき、その他カード使用者の信用状況が著
しく悪化したとき。
（4）第22条[1]に基づき会員が会員資格を喪失したとき。

第22条（会員資格の喪失、退会およびカードの利用停止等） 第22条（会員資格の喪失、退会およびカード・個人カードの利用停止等）

[1] 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、会員に通知することなく
カードのご利用停止、ご利用可能枠の変更、会員資格の喪失等の措置をと
ることがあります。それらの場合に当社が会員に対しカードの返却、一時預か
りを求めたときは、会員はこれに応じていただきます。なお、会員資格を喪失
した場合、当社が会員に対して、残債務の一括返済を求めたときは、これに
応じていただきます。
（1）カードのお申し込みもしくはその他の当社へのお申し込みなどで虚偽の
申告をされたとき。
（2）当社に対する債務の返済が行われないとき。なお、延滞が解消された後
も、一定期間利用を制限すべきと当社が判断した場合を含みます。
（3）会員が本規約のいずれかに違反したとき。
（4）当社が送付等したカードについて、会員が相当期間内に受領しなかった
場合。
（5）カード使用者が法人登記上の代表者を退いたことを当社が知ったとき。
（6）カード使用者が法人を退職したことを当社が知ったとき。
（7）カード使用者が死亡したことを当社が知ったとき。
（8）信用情報機関等の情報等により、法人会員の信用状況が著しく悪化しま
たは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
（9）カード使用者の個人カードの信用状況が著しく悪化しまたは悪化のおそ
れがあると当社が判断したとき。

[1] 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、会員に通知することなく
カードおよびカード使用者の個人カードのご利用停止、ご利用可能枠の変
更、会員資格の喪失等の措置をとることがあります。それらの場合に当社が
会員に対しカードの返却、一時預かりを求めたときは、会員はこれに応じてい
ただきます。なお、会員資格を喪失した場合、当社が会員に対して、残債務
の一括返済を求めたときは、これに応じていただきます。
（1）カードのお申し込みもしくはその他の当社へのお申し込みなどで虚偽の
申告をされたとき。
（2）カードまたはカード使用者の個人カードの利用に係るカード利用代金等
の支払いまたはキャッシングの返済を遅延したとき。なお、延滞が解消された
後も、一定期間利用を制限すべきと当社が判断した場合を含みます。その他
カード使用者の信用状況が著しく悪化しまたは悪化のおそれがあると当社が
判断したとき。
（3）会員が本規約のいずれかに違反したとき。
（4）当社が送付等したカードについて、会員が相当期間内に受領しなかった
場合。
（5）カード使用者が法人登記上の代表者を退いたことを当社が知ったとき。
（6）カード使用者が法人を退職したことを当社が知ったとき。
（7）カード使用者が死亡したことを当社が知ったとき。
（8）信用情報機関等の情報等により、法人会員の信用状況が著しく悪化しま
たは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。

（10）日本国籍を保有せずに日本国に居住しているカード使用者が、在留期
間を更新せずに日本国を出国し、当社に届け出ている在留期間が超過した
とき。および、カード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から
カード使用者への連絡が困難と判断したとき。
（11）換金目的によるショッピング利用等会員のカード利用状況が適当でない
と当社が判断したとき。
（12）暴力、威嚇、脅迫、暴言、誹謗中傷その他の暴力的な言動を用い、また
は執拗な問い合わせ等により正当な理由なく当社の業務を妨害したとき、そ
の他違法行為や当社または加盟店に対する法的な責任を超えた不当な要
求をしたとき。
（13）会員および実質的支配者が日本政府または外国政府が経済制裁の対
象として指定する国・地域等との直接・間接的な取引を行っていると当社が
判断したとき。
（14）その他当社が会員として不適格と判断したとき。

（9）日本国籍を保有せずに日本国に居住しているカード使用者が、在留期
間を更新せずに日本国を出国し、当社に届け出ている在留期間が超過した
とき。および、カード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から
カード使用者への連絡が困難と判断したとき。
（10）換金目的によるショッピング利用等会員のカード利用状況が適当でない
と当社が判断したとき。
（11）暴力、威嚇、脅迫、暴言、誹謗中傷その他の暴力的な言動を用い、また
は執拗な問い合わせ等により正当な理由なく当社の業務を妨害したとき、そ
の他違法行為や当社または加盟店に対する法的な責任を超えた不当な要
求をしたとき。
（12）会員および実質的支配者が日本政府または外国政府が経済制裁の対
象として指定する国・地域等との直接・間接的な取引を行っていると当社が判
断したとき。
（13）その他当社が会員として不適格と判断したとき。

改訂前 改訂後



■「会員情報の取り扱いに関する同意条項（エポスオーナーカード）」新旧対照表（2025年9月30日改訂）

第3条（信用情報機関への登録） 第3条（信用情報機関への登録）

[3] 当社が加盟する信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は以下
のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。また本契約期間中にあらたに信用情報機関に
加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとし
ます。
（株）日本信用情報機構（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目４番１号 芝パークビル Ｂ館 4階
TEL　0570-055-955　https://www.jicc.co.jp

[3] 当社が加盟する信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は以下
のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。また本契約期間中にあらたに信用情報機関に
加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面（電磁的記録を含みます。）により
通知し、同意を得るものとします。
（株）日本信用情報機構（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目４番１号 芝パークビル Ｂ館 4階
TEL　0570-055-955　https://www.jicc.co.jp

改訂前 改訂後


